
   
2020 年 1 月 1 日に発効した日米貿易協定により、米国産輸入品の関税が引き下げられました。ここではホエイについて、米国の対
日輸出実績のある主な品目の関税について説明して お り ま す 。詳細および そ の 他の品目につい ては こ ち ら 

http://www.usdajapan.org/ja/usjta/をご参照ください。  
品名   
日本の HS コード（税番）  基準税率  2026 年度  2027 年度  2028 年度  

最終関税率 
(年度)  

2025 年  
米国からの 
輸入額(千円)  

国別関税割当枠を設定（2028 年までに 5,400 トンから 9,000 トンに拡大）   

ホエイパーミエイト、たんぱく質含有量 
5％未満***  
040410-135/145  

29.8%+  
425 円/kg  無税  無税 (2019)  553,333††  

乳幼児用の調製粉乳用**  
040410-145/185  

29.8%+  
425 円/kg*** ま

たは  
687 円/kg****   

無税  無税 (2019)  553,333/ 
0  

無機質濃縮ホエイ、灰分の含有量 

11％以上   
040410-125/165  

29.8% +   
425 円/kg***  

または   
687 円/kg****   

無税  

  

無税 (2023)  330,985  

国別関税割当枠外   

たんぱく質含有量 45%以上のもの
**/***  
040410148  

29.8%+  
425 円/kg  無税  無税 (2023)  611,062  

たんぱく質含有量 45%以上のもの
*/****   
040410178  

29.8%+  
687 円/kg  無税  無税 (2023)  0  

たんぱく質含有量 45%以上のもの
***  
040410128†  

29.8% +   
425 円/kg   無税  無税 (2023)  0  

たんぱく質含有量 25％以上 45％未

満のもの  
040410-127†/137/147/167†/177/187  

29.8%+  
425 円/kg*** or 

687 円/kg****  

21.0%*/  
15.0%**+  
24.0 円/kg   

19.2%*/  
13.7%**+  

22.0 円/kg   

17.5%*/  
12.5%**+  

20.0 円/kg   
無税 (2038)  32,461  

たんぱく質含有量 25％未満のも 

の 040410-126†/136/146/166†/176/186  

16.3%*/  
11.6%**+  

18.67 円/kg   

14.0%*/  
10.0%**+  

16 円/kg   

11.6%*/  
8.3%**+  

13.33 円/kg   
無税 (2033)  232,776  

青色を加えたもの、飼料用**/***  
040410145  

29.8%+  
425 円/kg  無税  無税 (2019)  553,333††  

日米貿易協定   

ホエイ 
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青色を加えたもの、飼料用*/****  
040410175  

29.8%+  
687 円/kg  無税  無税 (2019)  データなし  

無処理生鮮ホエイ  040410200  21.3%  3.8%  1.9%  無税 無税 (2028)  データなし  
*加糖   **無糖   ***脂肪分 5%以下   ****脂肪分 5%超   †無機質濃縮 ††HS 040410145 の輸入額に基づく  
 

セーフガード：米国産ホエイには 2 種類のセーフガード措置を設定。発動基準数量は、1）ホエイパウダー（たんぱく質含有量 25％未
満）に対し 1,100 トン（1 年目）から 2022 年までに 1,250 トンへ拡大、２）たんぱく質濃縮ホエイ（たんぱく質含有量 25～
45％）に対し 1,000 トン（1 年目）から 2022 年までに 1,100 トンへ拡大。2023 年以降は、いずれの発動基準数量も、米国と 
TPP11 発効国を合わせた輸入量とする。  

 
お問い合わせは、アメリカ大使館 農産物貿易事務所（atotokyo@usda.gov、電話：03-3224-5115）まで。   

最終更新日：2026 年 3 月 31 日  


